
　　　　（単位：千円）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

計画 0

実績 0

計画 300 300

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 109,000 127,000 54,000 116,000 94,000 74,000 136,000 106,000 95,000 134,000 1,045,000

実績 0

計画 1,955 3,352 1,397 6,704

実績 0

計画 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000

実績 0

計画 150 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2,850

実績 0

2

・新基幹システムの初期導入が10月まで
続くため、従前の夏季事務も含め本計画
の詳細と実施可能性が現段階では想定で
きない
・新基幹システムの住民税システム内に新
たに作成したサブシステムを活用すること
になるが、システム動作の確認が未了で
あるため事務の進め方との調整が未定で
ある
・本事務の問合せ対象者数および経費、
扶養否認数とこれによる調定額の増額の
それぞれについて不明であり、事務量効
果とも想定できない。
・個人への直接問合せは、第一次は文書
により回答書返信、第二次は電話問い合
わせになると思われるが、通信費とあわせ
て初年度実績が経費対効果でがどのくら
いになるかが想定できない。ただし、経費
を除く効果部分（調定の増額要素）のみは
今後も継続することになると考えられる。

撤退する可能性はある。

8 なし 総務部 市民税課 Ｈ１８～ 市税

　被扶養者が特定できない者に対して、これまで
年調済の給与所得者に対してのみ事業所に被扶
養者問い合わせをおこなっていたが，今年は年
金者や確定申告者に対して、直接本人に被扶養
者の有無、住所、氏名等を問い合わせ、架空扶
養や扶養重複、所得による扶養否認を行う

2

7 なし 総務部 管財課 H１９～ 電気代収入 自動販売機の電気代収入 2 5

6 なし 総務部 管財課 H１９～ 土地貸付収入

普通財産の貸付
駅前土地区画整理事業用地（１物件）
地積　８２９．５４㎡
2年間予定貸付金額６，７０４千円

2 5

5 なし 総務部 管財課 H１９～ 土地売払収入

普通財産の売却
１．駅前土地区画整理事業用地
（18物件予定土地含む）
延地積6，246.38㎡　予定売却価格367,710千円
２．旧県営新居浜団地跡地（南小松原町乙427-
139宅地2145.70㎡）・旧伝染病棟跡地(下泉町二
丁目2815-2宅地1,124.50㎡）・旧職員住宅敷地
（垣生3丁目1079番 外1　 2,523㎡）・星原町市有
地（星原町甲4508番3  405.84㎡）・旧泉川公民館
敷地（松原町甲4390番  1,718.61㎡）・旧角野公
営駐車場跡地(中筋町１４４５－１、－３　宅地約
560㎡）　　　　総面積8468.19㎡　  予定売却価格
187,340千円
３．旧繁本住宅敷地（繁本町親番甲704番、甲
706番の２６筆　総面積1,937.27㎡）　予定売却価
格78,901千円
４．法定外公共物の売却及び国県の買収　各年
10,000千円　　10年間の合計100,000千円
５．その他遊休地売却（公社買戻し物件･観音原
遊休地など）　　10年間の総売却予定金額
312,000千円
【総合計】　１，０４５，９５１千円

2 5

市　　税

市税・徴収率向上の目標設定
H１５年度実績９２．１８％
Ｈ１６年度実績９２．３２％
Ｈ１７年度実績９３．０４％
Ｈ１８年度目標９３．０３％
Ｈ１９年度目標９３．８５％
Ｈ２０年度目標９２．９０％
Ｈ２１年度目標９２．９０％
Ｈ２２年度目標９２．９０％
Ｈ２３年度９２．９０％
Ｈ２４年度９２．９０％
Ｈ２５年度９２．９０％
Ｈ２６年度９２．９０％

34 なし 総務部 収税課

「創造の１０年へ！５％の行政経営改革」実施計画書 （平成１９年度計画）
　２．歳　　入

歳入科目名 実施方法及び計算式 実施上の問題点及び対応実施
区分開始年度 年度Ｎｏ

受益者負担の原則に基づき、現に使用料を徴収
している箇所、徴収すべき箇所を抽出・整理を行
う。
減価償却費も含めた使用料見直し対象にかかる
コスト計算書を作成し、算定を行う。
見直し対象に係るコスト計算書を集計し、使用料
徴収の根拠になる関係条例から基準を設け、対
象施設の区分け、整理等を行う。
提出されたコスト計算書、資料に基づき、見直し
案を作成する。

ホームページの更新が平成20年1月に実
施される予定であるため､バナー広告の導
入もそれに合わせて実施する｡

充当先
区分 担当課名

教育委員会とスケジュール等も含めて、見
直し案の方針決定後、関係各課と調整し、
12月議会に提案予定。

部局名 計画未実施の場合の理由

経常 Ｈ１９ 使用料・手数料

合　 計
実　　施　　に　　よ　　る　　概　　算　　影　　響　　額整理

区分

1 派遣人員を含み、機構への対応が必要で
ある。

3

見直し案の作成については、他市との比
較、同種の施設の設置状況の照会を行
い、県内３０市から回答を得られ、それに
基づき分類、区分けの基準を作成した。
又、新居浜市の同じ使用料の中でも乖離
が見受けられるもの等の整理を行い、見
直し対象となる使用料を検討し,財政課案
を作成した。その後教育委員会の独自の
見直し方針（施設の目的外使用時の負担
率）等、修正を加えた上で、最終方針案を
作成。

Ｈ１８～ 市　　税

3
市政だよりやホームページ、公用車、市の公共施
設等へ掲載する有料広告の募集を行う。
公共施設での広告契約期間は１年間。（更新可）

Ｈ１９

県内各市町の市町村税の滞納整理を図る「愛媛
地方税滞納整理機構」(Ｈ１８．４設立)に参画し
て、徴収率の向上及び税収確保に努める。
設立効果の試算は、県試算の直接効果の徴収
額のみとし、間接効果の納付約束及び事前予告
効果は考えないものとする。
県試算全体徴収額(年間)・・・200,000千円
県全体移管件数・・・・・・・・・・・・・840件
本市移管件数・・・・・・・・・・・・・・・60件
200,000千円×60/840=14,285千円①(本市徴収
試算額)
負担金他(年)・・・・・8,529千円 ②
(設立３年目から徴収実績割が増額予定であるが
額が確定していない現段階では、考えないものと
する。)
人件費(年)・・・4,887千円③(１０年で７年派遣)
１０年間合計経費・・・・119,499千円
人件費が必要な年の差引き収入試算額
①－(②＋③)＝869千円
人件費が必要でない年の差引き収入試算額
①－②＝5,756千円　　Ｈ18年度財政計画に折込
済。

33 なし 総務部

1

経常

財政課

収税課

企画部

企画部

3

2 各　　課
市の出版物やホーム
ページ、公共施設等への
有料広告掲載。

7

1

現在、徴収率の向上のために、新電算シ
ステム、愛媛地方税滞納整理機構の活用
に取り組んでおり、現在の徴収体制で、Ｈ
２２年度目標９２．９０％と設定した。ただ
し、徴収率向上の目標設定をする場合に
は、実効性のある確実な取組みがあって
為されるものであり、それには人員増及び
経費増が必要である。目標設定には実効
性のある取組みが全庁的に検討され、徴
収体制の強化がなければならないと思わ
れる。

売却する方針で事務を進めているが、価
格等により不調となる場合がある。

売却予定地を短期的に貸付するが、購入
される可能性はある。



　　　　（単位：千円）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

「創造の１０年へ！５％の行政経営改革」実施計画書 （平成１９年度計画）
　２．歳　　入

歳入科目名 実施方法及び計算式 実施上の問題点及び対応実施
区分開始年度 年度Ｎｏ 充当先

区分 担当課名部局名 計画未実施の場合の理由 合　 計
実　　施　　に　　よ　　る　　概　　算　　影　　響　　額整理

区分

計画 0

実績 0

計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 5,000 17,000 29,000 51,000

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 17,850 17,850

実績 0

計画 440 440 440 440 440 440 440 440 440 3,960

実績 0

計画 810 810 810 810 810 810 810 810 810 7,290

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 80 80 80 80 80 80 80 80 80 720

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 0

実績 0

計画 134,535 149,102 86,227 117,830 95,830 75,830 137,830 107,830 96,830 135,830 1,137,674

実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※経済部・議会事務局・水道局・監査委員事務局・消防・出納室・農業委員会事務局・港務局事務局・選挙管理委員会事務局なし。

施策 1

単独 2

公共 3

なし

今すぐ実行できる

相手方の了承を得るなど阻害要因が取り除
ければ実施できる

今すぐ実行はできないが、10か年中に実施
する

合　　　　　　　　　　計

1 818 教育委員会 社会教育課 H１９～ 使用料及び手数料 公民館に設置している自動販売機の増設等に伴
う手数料収入の増

使用料及び手数料
教育委員会所管の教育施設の使用料及び手数
料について見直しを行っており、全庁的な取り組
みの中で負担の公平性を確保したい。

117 教育委員会 全課所

議会事務局 な　　　し

な　　　し経済部

Ｈ２１～ ごみ処理手数料

家庭ごみの収集を有料とする。平成19年2
月に新居浜市廃棄物減量等推進審議会よ
り家庭ごみの有料化の必要を認めるとの答
申を受けた。今後は、具体的な内容を決定
し、条例改正、市民への周知等が必要であ
る。

3

3
節水意識の高揚等により、有収水量の延
びが改定時の見込みより小さく使用料収
入に結びつかない。

13 経常 環境部
ごみ減量

課 4

有料化を実施する場合の収集区分の見直
し、大型ごみ、持ち込みごみ等の料金との
整合性を図る必要がある。また、市民への
周知をいかに徹底するかが課題である。

H１９～ 下水道使用料(元金)

汚水私費、雨水公費の負担原則に基づき平成17
年12月議会において下水道使用料改定を行い、
平成18年4月分の使用料から適用する。また、今
後の改定については、３～４年ごとに実施した
い。使用料収入（改定前見込みH18年度
1,089,565千円H19年度1,111,411千円H20年度
1,127,461千円H21年度1,142,966千円、改定後見
込みH18年度1,163,000千円H19年度1,175,000千
円H20年度1,187,000千円H21年度1,199,000千
円）

312 経常 環境部 下水道管理
課

3 2

清掃ｾﾝﾀｰへの搬入台数の増加や廃棄物
減少等による施設側での混乱が予想され
る。また、長年家庭ごみは、無料で処理し
ていたため、市民への周知を徹底する必
要がある。

3

男女共同参画社会を目指す学習と行動の
拠点施設として多くの市民の方々に利用さ
れているが、利用者の負担増に伴い利用
者数の減、男女共同参画社会実現への推
進の後退を意識させてしまう。女性団体、
女性グループの理解を求める必要があ
る。

11 経常 環境部
ごみ減量課
（清掃ｾﾝ

ﾀｰ）
H２０～ 一般廃棄物処理手数料

　平成20年4月から事業系一般廃棄物処理手数
料及び産業廃棄物処理手数料を現行の420円
/100㎏から840円/㎏に改訂を行う。また、持ち込
み家庭ごみを対象とした有料化は、他市の状況
等を考慮しながら具体的な内容の決定を行う。

未定 女性総合センター使用料 使用料減免制度の見直し。
市全体の使用料の見直しの中で検討していく。 210 経常 市民部 男女共同参

画課

3 1

Ｈ２０年度から、新たな後期高齢者医療制
度の導入による後期高齢者（75歳以上）の
保険料の特別徴収（年金天引き）、前期高
齢者（６5歳以上75歳未満）の国保料の特
別徴収など、徴収員による良好な徴収対
象の減少による収納率の減少が危惧され
る。実施後、対象者が高齢であるため実
効性のある特別徴収を図るべく、納付方
法の一層の理解を深め、収納率の向上を
図る必要がある。

9 なし 福祉部 国保課 Ｈ２０～ 国民健康保険料

目標設定
H１５年度実績９５．５２％
Ｈ１６年度実績９５．６７％
Ｈ１７年度実績９５．７１％
Ｈ１８年度目標前年度以上
Ｈ１９年度目標前年度以上
Ｈ２０年度目標前年度以上

14 単独 建設部 都市計画課 H19 諸収入

中央公園噴水施設改修事業費に(財)日本宝くじ
協会助成金の交付を受け、一般財源を削減す
る。
（4月2日付けで交付決定通知あり）

1 6
「公益事業に対する助成要綱」に基づいた
申請及び報告を行う。
財源補正が必要

H20～ 公営駐車場使用料

15 経常 建設部 都市計画課 H20～ 公園使用料

近隣他市の使用料と比較検討した結果、他市と
比較して安価であるため、受益と負担の公平の
原則から適正な見直しを行う。また、占有料にお
いては道路管理の占有料に準じて見直す。

16 経常 建設部 都市計画課

近隣他市や近隣駐車場料金と比較検討した結
果、他市・近隣駐車場と比較して安価であるた
め、受益と負担の公平の原則から適正な見直し
を行う。

3

庁内全体の使用料見直し計画との整合性
を計り、不均衡とならないよう改定する。利
用者の極端な負担増とならないよう注意す
る必要がある。

3

庁内全体の使用料見直し計画との整合性
を計り、不均衡とならないよう改定する。設
置経緯から改定に際しては商工会議所・
商店街連盟との協議が必要である。また、
利用者の極端な負担増とならないよう注
意する必要がある。

3 3


